
【東大阪都市清掃施設組合　管理棟１階玄関ホール】

◆一般の方が除細動を行えるように、ＡＥＤを使えば除細動が必要かどうか判断できるようになっています。

◆ＡＥＤ使用の概略

　　１．声をかけ意識を確認する。反応がなければ、心肺停止の可能性があるので、１１９番に通報、ＡＥＤ

　　　　の確保など周囲に応援を求める。

　　２．呼吸をしているか確認する。呼吸停止していればＡＥＤが届くまで人工呼吸や心臓マッサージなどの

　　　　心肺蘇生法を行う。

　　３．ＡＥＤが届いたら、電源を入れ患者の胸に正しく電極パッドを張り、ＡＥＤの指示に従う。

　　４．ＡＥＤが自動的に心電図を解析し、必要であれば自動で充電する。

　　５．ＡＥＤの指示に従い、安全を確認して除細動ボタンを押す。

　　６．ＡＥＤの指示に従い、救急隊に引き継ぐまで手当てを続ける。

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

《心臓突然死から命を守ります》

  本組合では、心肺停止状態に陥った方の救命率・社会復帰率の向上を図るため、ＡＥＤ（自動体外

式除細動器）を、下記のところに設置しました。

拡大図

東大阪都市清掃施設組合配置図 管理棟配置図（1階）

ＡＥＤ設置場所


